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事業内容

１　出資等の状況（Ｈ16.4.1現在） （単位：千円,位）

1,247,900

出資（出捐）額
出資（出捐）

割合
出資（出捐）

順位
備考

602,900 48.3% 1

266,650 21.4% 2

110,250 8.8% 3

108,600 8.7% 4

95,650 7.7% 5

39,600 3.2% 6

15,200 1.2% 7

5,450 0.4% 8

3,300 0.3% 9

300 0.0% 10

２　社員（会員）の状況(社団法人のみ）（Ｈ16.4.1現在）

社員数

県

市町村

国又は政府系機関

民間法人

その他

中小漁業融資保証法に基づき、漁協その他の融資機
関が行う中小漁業者等に対する貸付について、その債
務を保証する。

団体名 千葉県漁業信用基金協会 県所管課

理事長　佐藤　隆義

団体指導課

漁業者（法人、２６）

加工業者（法人、１０）

漁業者（個人、２０２）

金融機関等（２）

千葉県

漁協（３６）

出資（出捐）者

市町村（２５）

資本金（又は出捐金）

昭和28年6月6日

－

千葉市中央区千葉港４－３

０４３－２４１－５５１０

加工業者（個人、９）

主な者

加工組合

千葉県による公社等外郭団体に関する情報公開

社員総数

区　　　　　　分

内
訳

地方公共
団体

生産組合

０４３－２２３－３０７５



３　財務状況　※

(１)貸借対照表から
（単位：千円）

項　　　目 １３年度 １４年度 １５年度

総資産 9,448,564 9,622,043 10,173,994

負　債 8,319,639 8,522,961 9,062,468

資　本 1,128,926 1,099,083 1,111,525

累 積 損 益 △ 154,205 △ 190,398 △ 188,105

（２）損益計算書 （単位：千円）

項　　　目 １３年度 １４年度 １５年度

総 収 入　　（＝売上高＋営業外収益＋特別利益） 527,648 548,415 625,490

経 常 損 益 2,073 △ 2,992 △ 4,063

当 期 損 益 3,496 △ 36,193 2,262

減価償却前当期損益　　　　 3,496 △ 36,193 2,262

４　年度末借入金残高等の状況 （単位：千円）

　　　項　　　目 １３年度 １４年度 １５年度

借 入 金 残 高　　　　　     678,700 703,500 713,500

うち県からの借入金残高

うち県以外からの借入金残高 678,700 703,500 713,500

※公益法人については、次のとおり公益法人会計基準に読み替える。

〈貸借対照表〉　資本⇒正味財産の部合計

　　　　　　　　　　累積損益⇒基本金等を除く正味財産額

〈損益計算書〉　損益計算書⇒収支計算書及び正味財産増減計算書

　　　　　　　　　　総収入（＝売上高＋営業外収益＋特別利益）⇒総収入（＝当期収入合計－借入金

　　　　　　　　　　収入等（損益に無関係の項目））

　　　経常損益⇒当期正味財産増減額－（特別損益項目の資産の増減＋特別損益取引

　　　に係る当期収支差額）

　　　当期損益⇒当期正味財産増減額

　　　減価償却前当期損益⇒当期正味財産増減額（減価償却を行っている場合は、減価

　　　償却費を加える）

うち県の債務保証又は損失補
償の対象となる借入金残高



５　県の財政支出の状況
（単位：千円）

項　　目 目的、内容、算出根拠等 １３年度 １４年度 １５年度

委　託　料   　　

補助金･交付金・
負担金

中小漁業融資保証料補助事業：中小
漁業者の漁業経営に必要な資金の
融通を円滑化するために保証料の１
／３を補助した（新規は14年度まで、
15年度以降は過年度保証分のみ）。
根拠：中小漁業融資保証料補助事業
費補助金交付要綱

5,240 5,072 4,609

中小漁業融資保証制度安定対策事
業：漁業経営資金等の融通の円滑
化、保証業務の促進及び協会の経営
安定を図るため、代位弁済（協会負
担分）の１／２及びの経費の一部を補
助した。　根拠：中小漁業融資保証制
度安定対策事業費補助金交付要綱

21,641 17,100 17,581

その他
（利子補給・税の
減免額・出資金・
貸付金・その他）

合　　　計 26,881 22,172 22,190

６　役職員の状況（各年度７月１日現在）

（単位：人）

１３年度 １４年度 １５年度

常勤役員数   1 1 1

うち県退職者 1 1 1

うち県派遣職員

常勤職員数  2 2 2

うち県退職者

うち県派遣職員

項　　目



７　事務事業の見直しの状況

（参考）公社等外郭団体の見直し概要（千葉県行政改革推進本部決定）

改革方針

改革の期間

改革の概要

改革の効果

改革に伴う
課題

その他

・役員報酬の削減、職員給与の抑制等経費の節減を図った。

・理事定数を１３名から９名に削減し(平成16年6月30日実施済み)、報酬、旅費等の節減を図る。

経営改善

（必要性）
中小漁業融資保証法に基づき、中小漁業者の資金調達の円滑化のために設立され
たため、同法に規定された事業を行う必要がある。
（見直し）
非常勤理事の削減
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